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２．第３次朝倉市総合計画策定過程 

朝倉市まちづくり審議会 

年 月 日 内 容 

令和４年７月 １日 第１回…諮問、序論、今後のスケジュールについて 

８月 ５日 第２回…第２次計画の振り返り、第３次計画の構成について 

９月 ７日 第３回…第３次計画体系（施策・基本事業）について 

12月 ６日 第４回…第３次計画（素案）、パブリックコメントについて 

令和５年２月 １日 第５回…パブリックコメント結果、第３次計画（案）、答申について 

２月 ３日 第３次計画案に対する審議会の意見を答申 

市民参画 

年 月 日 内 容 

令和４年２月 28日 朝倉市まちづくり市民アンケート実施（～３月 25 日） 

９月 14日 朝倉市まちづくり市民アンケート実施（～10 月７日） 

12月 23日 パブリックコメント実施（～令和５年１月 18 日） 

朝倉市総合計画策定委員会 

年 月 日 内 容 

令和４年５月 23日 第１回…スケジュール、進め方について 

６月 13日 第２回…基本目標、分野の構成について 

７月 19日 第３回…基本目標、施策の承認について 

７月 28日 第４回…第２次計画の振り返り（成果動向、課題等）について 

８月 25日 第５回…施策・基本事業、まちづくり審議会意見の報告について 

10月 17日 第６回…基本計画レイアウトについて 

11月 14日 第７回…序論・基本計画（案）について 

11月 28日 第８回…第３次計画（素案）、パブリックコメント実施について 

令和５年１月 26日 第９回…第３次総合計画（案）、パブリックコメント結果について 

議会 

年 月 日 内 容 

令和４年９月 22日 市議会全員協議会…第２次計画の進捗状況について 

12月 16日 市議会全員協議会…第３次計画（素案）、今後のスケジュールについて 

令和５年３月 20日 第３次朝倉市総合計画を議決 
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１．朝倉市まちづくり審議会 答申 

 

 

 

 

 

  

 

令和５年２月３日  

 

 

朝倉市長 林  裕 二 様 

 

朝倉市まちづくり審議会   

会長 濵 﨑 裕 子    

 

 

第３次朝倉市総合計画について（答申） 

 

 

 令和４年７月１日付け４朝総政第３１３号により本審議会に諮問のありまし

た第３次朝倉市総合計画（以下「本計画」）について、朝倉市総合計画策定条例第

５条及び朝倉市まちづくり審議会条例第２条の規定により、下記の意見を付して

答申します。 

 

記 

 

１．市政運営の基本となる本計画の策定にあたっては、本審議会の審議経過を 

十分に尊重されることを要望します。 

 

２．答申以外で出された意見・提案についても、パブリックコメントの結果と 

あわせて、さらに検討を行い事業に取り組まれることを要望します。 

 

３．本計画の推進にあたっては、成果指標による進捗管理を行い、施策が効果的

かつ効率的に実行されるよう要望します。 
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４．ＳＤＧｓにおける自治体の役割 

 

 

 

 

自治体の役割

１．貧困をなくそう
　あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わ
らせる
【貧困】

　自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上
で最も適したポジションにいます。各自治体におい
て、すべての市民が必要最低限の暮らしを確保するこ
とができるよう、きめ細やかな支援策が求められてい
ます。

２．飢餓をゼロに
　飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改
善を実現し、持続可能な農業を促進する
【飢餓】

　自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農
業や畜産などの食料生産の支援を行うことが可能で
す。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。
公的・私的な土地で都市農業を含む食料生産活動を推
進し、安全な食料確保に貢献することもできます。

３．すべての人に健康と福祉を
　あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活
を確保し、福祉を促進する
【保健】

　住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹で
す。国民皆保険制度の運営も住民の健康維持に貢献し
ています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状
態を維持・改善に必要であるという研究も報告されて
います。

４．質の高い教育をみんなに
　全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育
を確保し、生涯学習の機会を促進する
【教育】

　教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては
自治体が果たすべき役割は非常に大きいといえます。
地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教
育と社会教育の両面における自治体行政の取組は重要
です。

５．ジェンダー平等を実現しよう
　ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び
女児の能力強化を行う
【ジェンダー】

　自治体による女性や子ども等の弱者の人権を守る取
組は大変重要です。また、自治体行政や社会システム
にジェンダー平等を反映させるために、行政職員や審
議会委員等における女性の割合を増やすのも重要な取
組といえます。

６．安全な水とトイレを世界中に
　全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続
可能な管理を確保する
【水・衛生】

　安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支
える基盤です。水道事業は自治体の行政サービスとし
て提供されることが多く、水源地の環境保全を通して
水質を良好に保つことも自治体の大事な責務です。

７．エネルギーをみんなにそしてクリーンに
　全ての人々の、安価かつ信頼できる持続可
能な近代的エネルギーへのアクセスを確保す
る
【エネルギー】

　公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を
推進したり、住民が省/再エネ対策を推進するのを支援
する等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエ
ネルギー源利用のアクセスを増やすことも自治体の大
きな役割といえます。

８．働きがいも経済成長も
　包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての
人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのあ
る人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）
を促進する
【経済成長と雇用】

　自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活
性化や雇用の創出に直接的に関与することができま
す。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備
を通して労働者の待遇を改善することも可能な立場に
あります。

９．産業と技術革新の基盤をつくろう
　強靭（レジリエント）なインフラ構築、包
摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノ
ベーションの推進を図る
【インフラ、産業化、イノベーション】

　自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな
役割を有しています。地域経済の活性化戦略の中に、
地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産業やイ
ノベーションを創出することにも貢献することができ
ます。

ゴール
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３．各委員会名簿 

 

朝倉市まちづくり審議会（敬称略） 

 所属団体等 氏 名 備 考 

１ 朝倉市教育委員会の委員 上原 実二  

２ 朝倉市農業委員会の委員 樋口 博幸  

３ 朝倉市コミュニティ協議会会長会 秦 正育  

４ 一般社団法人朝倉医師会 井上 浩利  

５ 社会福祉法人朝倉市社会福祉協議会 髙良 恵一 副会長 

６ 朝倉市小学校ＰＴＡ連合会 柴山 裕紀  

７ 筑前あさくら農業協同組合 三笠 知栄子  

８ 朝倉森林組合 大山 武英  

９ 朝倉商工会議所 窪山 龍輔  

10 朝倉市商工会 石井 清治  

11 あさくら観光協会 佐藤 正次  

12 公益社団法人朝倉青年会議所 矢野 浩文  

13 朝倉市ボランティア連絡協議会 師岡 愛美  

14 甘木鉄道株式会社 三好 真弓  

15 朝倉市総務部防災交通課 堀江 加奈子  

16 久留米大学 濵﨑 裕子 会長 

17 ＴＳＵＮＡＧＵ行政書士事務所 林 直美  

18 福岡県企画・地域振興部市町村振興局政策支援課 中島 佳奈美  

19 福岡県北筑後保健福祉環境事務所 本川 芳樹  

20 朝倉市女性人材リスト登録者 益永  幸美  

21 朝倉市女性人材リスト登録者 石井 千尋  

22 市民（公募委員） 西村 政俊  

23 市民（公募委員） 多田隈 宏美  

 

朝倉市総合計画策定委員会 

 役職 氏 名 備 考 

１ 副市長 右田 博也 委員長 

２ 教育長 早野 展生  

３ 総務部長 平田 龍次 副委員長 

４ 市民環境部長 中山 貴可  

５ 保健福祉部長 小川 里美  

６ 農林商工部長 上村 一成  

７ 都市建設部長 山南 哲也  

８ 教育部長 時津 美穂  

９ 議会事務局長 池田 篤二  
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ノベーションを創出することにも貢献することができ
ます。

ゴール
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３．各委員会名簿 

 

朝倉市まちづくり審議会（敬称略） 

 所属団体等 氏 名 備 考 

１ 朝倉市教育委員会の委員 上原 実二  

２ 朝倉市農業委員会の委員 樋口 博幸  

３ 朝倉市コミュニティ協議会会長会 秦 正育  

４ 一般社団法人朝倉医師会 井上 浩利  

５ 社会福祉法人朝倉市社会福祉協議会 髙良 恵一 副会長 

６ 朝倉市小学校ＰＴＡ連合会 柴山 裕紀  

７ 筑前あさくら農業協同組合 三笠 知栄子  

８ 朝倉森林組合 大山 武英  

９ 朝倉商工会議所 窪山 龍輔  

10 朝倉市商工会 石井 清治  

11 あさくら観光協会 佐藤 正次  

12 公益社団法人朝倉青年会議所 矢野 浩文  

13 朝倉市ボランティア連絡協議会 師岡 愛美  

14 甘木鉄道株式会社 三好 真弓  

15 朝倉市総務部防災交通課 堀江 加奈子  

16 久留米大学 濵﨑 裕子 会長 

17 ＴＳＵＮＡＧＵ行政書士事務所 林 直美  

18 福岡県企画・地域振興部市町村振興局政策支援課 中島 佳奈美  

19 福岡県北筑後保健福祉環境事務所 本川 芳樹  

20 朝倉市女性人材リスト登録者 益永  幸美  

21 朝倉市女性人材リスト登録者 石井 千尋  

22 市民（公募委員） 西村 政俊  

23 市民（公募委員） 多田隈 宏美  

 

朝倉市総合計画策定委員会 

 役職 氏 名 備 考 

１ 副市長 右田 博也 委員長 

２ 教育長 早野 展生  

３ 総務部長 平田 龍次 副委員長 

４ 市民環境部長 中山 貴可  

５ 保健福祉部長 小川 里美  

６ 農林商工部長 上村 一成  

７ 都市建設部長 山南 哲也  

８ 教育部長 時津 美穂  

９ 議会事務局長 池田 篤二  
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朝朝倉倉市市ワワンンヘヘルルスス推推進進宣宣言言  
 

 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症ををははじじめめととすするる人人獣獣共共通通感感染染症症はは、、人人口口増増加加、、森森林林
開開発発やや農農地地化化等等のの土土地地利利用用のの変変化化ななどどかからら、、人人にによよるる地地球球のの生生態態系系にに影影響響をを及及
ぼぼすす行行為為がが繰繰りり返返さされれ、、気気候候変変動動のの一一因因ととななっったたこことと等等にによよっってて動動物物とと人人ととのの
生生存存領領域域がが変変化化ししたたここととかからら、、動動物物のの感感染染症症にに対対すするる抵抵抗抗力力をを保保有有ししなないい人人にに
もも感感染染すするるよよううににななっったたととさされれてていいるる。。    
  ここううししたた中中、、「「人人とと動動物物のの健健康康とと環環境境のの健健全全性性はは一一つつ」」とと捉捉ええるるワワンンヘヘルルススのの
理理念念ののももとと、、生生物物多多様様性性のの損損失失、、地地球球温温暖暖化化、、人人獣獣共共通通感感染染症症とといいっったた人人、、動動物物、、
環環境境のの各各分分野野ににままたたががるる総総合合的的なな取取りり組組みみがが求求めめらられれてていいるる。。  
  
  福福岡岡県県でではは、、全全国国にに先先駆駆けけてて令令和和２２年年１１２２月月にに「「福福岡岡県県ワワンンヘヘルルスス推推進進基基本本条条
例例」」をを制制定定しし、、人人とと動動物物のの健健康康及及びび環環境境のの健健全全性性をを一一体体的的にに守守るるたためめのの６６つつのの課課
題題へへのの取取組組のの基基本本方方針針をを定定めめたた。。ささららにに、、令令和和４４年年３３月月ににはは、、ワワンンヘヘルルスス推推進進のの
たためめのの施施策策やや取取組組をを体体系系的的にに整整理理しし、、県県民民、、事事業業者者、、自自治治体体等等関関連連団団体体のの役役割割をを
示示ししたた「「福福岡岡県県ワワンンヘヘルルスス推推進進行行動動計計画画」」をを策策定定ししたた。。  
  
  本本市市はは、、目目指指すすままちちのの姿姿をを「「人人、、自自然然、、歴歴史史がが織織りりななすす  水水ひひかかるる  朝朝倉倉」」とと
しし、、貴貴重重なな地地域域資資源源ででああるる水水とと豊豊かかなな自自然然環環境境、、美美ししいい景景観観、、多多種種多多様様なな歴歴史史文文
化化とといいっったた多多彩彩なな魅魅力力がが相相ままっってて、、朝朝倉倉市市にに住住むむ人人、、訪訪れれるる人人がが住住みみ続続けけたたいい、、
住住んんででみみたたいいとと思思ううままちちづづくくりりをを目目指指ししてていいるる。。  
ままたた、、令令和和４４年年１１月月ににはは「「ゼゼロロカカーーボボンンシシテティィ宣宣言言」」をを表表明明しし、、森森林林農農地地のの保保
全全、、生生物物多多様様性性のの保保全全、、健健康康でで快快適適なな暮暮ららししのの基基盤盤づづくくりり、、循循環環型型社社会会のの構構築築、、
低低炭炭素素社社会会のの構構築築、、人人材材のの育育成成ななどどにに取取りり組組んんででいいるる。。  
  
  ここれれららののここととをを踏踏ままええ、、本本市市はは、、人人とと動動物物のの健健康康及及びび環環境境のの健健全全性性をを次次世世代代にに
継継承承ししてていいくくたためめ、、下下記記のの事事項項にに取取りり組組みみ、、ワワンンヘヘルルススをを推推進進すするるここととををここここにに
宣宣言言すするる。。  
  

記記  
  
１１  福福岡岡県県ワワンンヘヘルルスス推推進進行行動動計計画画にに基基づづきき、、福福岡岡県県のの取取組組にに協協力力しし、、ワワンンヘヘルル
スス実実践践施施策策をを積積極極的的にに推推進進すするる。。  

  
２２  市市民民へへののワワンンヘヘルルスス周周知知にに努努めめ、、理理解解のの促促進進をを図図りり、、そそのの実実践践活活動動にに対対しし、、
必必要要なな支支援援をを行行うう。。  

  

令令和和５５年年３３月月２２００日日  
朝朝倉倉市市長長  林林  裕裕二二  

  

５．朝倉市ワンヘルス推進宣言 
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自治体の役割

10．人や国の不平等をなくそう
　各国内及び各国間の不平等を是正する
【不平等】

　差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的
な役割を担うことができます。少数意見を吸い上げつ
つ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求
められています。

11．住み続けられるまちづくりを
　包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で
持続可能な都市及び人間居住を実現する
【持続可能な都市】

　包摂的で、安全、レジリエントで特続可能なまちづ
くりを進めることは首長や自治体行政職員にとって究
極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が
進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割は益々大
きくなっています。

12．つくる責任つかう責任
　持続可能な生産消費形態を確保する
【持続可能な生産と消費】

　環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は
非常に重要なテーマです。これを推進するためには市
民一人一人の意識や行動を見直す必要があります。省
エネや３Ｒの徹底など、市民対象の環境教育などを行
うことで自治体はこの流れを加速させることが可能で
す。

13．気候変動に具体的な対策を
　気候変動及びその影響を軽減するための緊
急対策を講じる
【気候変動】

　気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその
影響は顕在化しています。従来の温室効果ガス削減と
いった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の
検討と策定を各自治体で行うことが求められていま
す。

14．海の豊かさを守ろう
　持続可能な開発のために海洋・海洋資源を
保全し、持続可能な形で利用する
【海洋資源】

　海洋汚染の原因の８割は陸上の活動に起因している
と言われています。まちの中で発生した汚染が河川等
を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市
だけでなくすべての自治体で汚染対策を講じることが
重要です。

15．陸の豊かさも守ろう
　陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用
の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への
対処、並びに土地の劣化の阻止・回復及び生
物多様性の損失を阻止する
【陸上資源】

　自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があ
り、自治体が大きな役割を有するといえます。自然資
産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講
じるのではなく、国や周辺自治体、その他関係者との
連携が不可欠です。

16．平和と公正をすべての人に
　持続可能な開発のための平和で包摂的な社
会を促進し、全ての人々に司法へのアクセス
を提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で
説明責任のある包摂的な制度を構築する
【平和】

　平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務
を負っています。地域内の多くの市民の参画を促して
参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自
治体の役割といえます。

17．パートナーシップで目標を達成しよう
　持続可能な開発のための実施手段を強化
し、グローバル・パートナーシップを活性化
する
【実施手段】

　自治体は公的／民間セクター、市民、ＮＧＯ／ＮＰ
Ｏなどの多くの関係者を結び付け、パートナーシップ
の推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な
世界を構築していく上で多様な主体の協力関係を築く
ことは極めて重要です。

ゴール

※「私たちのまちにとってのＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）－ 導入のためのガイドラインー（2018年３月版（第２版）」（自治体
ＳＤＧｓガイドライン検討委員会編集）より引用
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朝朝倉倉市市ワワンンヘヘルルスス推推進進宣宣言言  
 

 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症ををははじじめめととすするる人人獣獣共共通通感感染染症症はは、、人人口口増増加加、、森森林林
開開発発やや農農地地化化等等のの土土地地利利用用のの変変化化ななどどかからら、、人人にによよるる地地球球のの生生態態系系にに影影響響をを及及
ぼぼすす行行為為がが繰繰りり返返さされれ、、気気候候変変動動のの一一因因ととななっったたこことと等等にによよっってて動動物物とと人人ととのの
生生存存領領域域がが変変化化ししたたここととかからら、、動動物物のの感感染染症症にに対対すするる抵抵抗抗力力をを保保有有ししなないい人人にに
もも感感染染すするるよよううににななっったたととさされれてていいるる。。    
  ここううししたた中中、、「「人人とと動動物物のの健健康康とと環環境境のの健健全全性性はは一一つつ」」とと捉捉ええるるワワンンヘヘルルススのの
理理念念ののももとと、、生生物物多多様様性性のの損損失失、、地地球球温温暖暖化化、、人人獣獣共共通通感感染染症症とといいっったた人人、、動動物物、、
環環境境のの各各分分野野ににままたたががるる総総合合的的なな取取りり組組みみがが求求めめらられれてていいるる。。  
  
  福福岡岡県県でではは、、全全国国にに先先駆駆けけてて令令和和２２年年１１２２月月にに「「福福岡岡県県ワワンンヘヘルルスス推推進進基基本本条条
例例」」をを制制定定しし、、人人とと動動物物のの健健康康及及びび環環境境のの健健全全性性をを一一体体的的にに守守るるたためめのの６６つつのの課課
題題へへのの取取組組のの基基本本方方針針をを定定めめたた。。ささららにに、、令令和和４４年年３３月月ににはは、、ワワンンヘヘルルスス推推進進のの
たためめのの施施策策やや取取組組をを体体系系的的にに整整理理しし、、県県民民、、事事業業者者、、自自治治体体等等関関連連団団体体のの役役割割をを
示示ししたた「「福福岡岡県県ワワンンヘヘルルスス推推進進行行動動計計画画」」をを策策定定ししたた。。  
  
  本本市市はは、、目目指指すすままちちのの姿姿をを「「人人、、自自然然、、歴歴史史がが織織りりななすす  水水ひひかかるる  朝朝倉倉」」とと
しし、、貴貴重重なな地地域域資資源源ででああるる水水とと豊豊かかなな自自然然環環境境、、美美ししいい景景観観、、多多種種多多様様なな歴歴史史文文
化化とといいっったた多多彩彩なな魅魅力力がが相相ままっってて、、朝朝倉倉市市にに住住むむ人人、、訪訪れれるる人人がが住住みみ続続けけたたいい、、
住住んんででみみたたいいとと思思ううままちちづづくくりりをを目目指指ししてていいるる。。  
ままたた、、令令和和４４年年１１月月ににはは「「ゼゼロロカカーーボボンンシシテティィ宣宣言言」」をを表表明明しし、、森森林林農農地地のの保保

全全、、生生物物多多様様性性のの保保全全、、健健康康でで快快適適なな暮暮ららししのの基基盤盤づづくくりり、、循循環環型型社社会会のの構構築築、、
低低炭炭素素社社会会のの構構築築、、人人材材のの育育成成ななどどにに取取りり組組んんででいいるる。。  
  
  ここれれららののここととをを踏踏ままええ、、本本市市はは、、人人とと動動物物のの健健康康及及びび環環境境のの健健全全性性をを次次世世代代にに
継継承承ししてていいくくたためめ、、下下記記のの事事項項にに取取りり組組みみ、、ワワンンヘヘルルススをを推推進進すするるここととををここここにに
宣宣言言すするる。。  
  

記記  
  
１１  福福岡岡県県ワワンンヘヘルルスス推推進進行行動動計計画画にに基基づづきき、、福福岡岡県県のの取取組組にに協協力力しし、、ワワンンヘヘルル
スス実実践践施施策策をを積積極極的的にに推推進進すするる。。  

  
２２  市市民民へへののワワンンヘヘルルスス周周知知にに努努めめ、、理理解解のの促促進進をを図図りり、、そそのの実実践践活活動動にに対対しし、、
必必要要なな支支援援をを行行うう。。  

  

令令和和５５年年３３月月２２００日日  
朝朝倉倉市市長長  林林  裕裕二二  

  

５．朝倉市ワンヘルス推進宣言 
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自治体の役割

10．人や国の不平等をなくそう
　各国内及び各国間の不平等を是正する
【不平等】

　差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的
な役割を担うことができます。少数意見を吸い上げつ
つ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求
められています。

11．住み続けられるまちづくりを
　包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で
持続可能な都市及び人間居住を実現する
【持続可能な都市】

　包摂的で、安全、レジリエントで特続可能なまちづ
くりを進めることは首長や自治体行政職員にとって究
極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が
進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割は益々大
きくなっています。

12．つくる責任つかう責任
　持続可能な生産消費形態を確保する
【持続可能な生産と消費】

　環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は
非常に重要なテーマです。これを推進するためには市
民一人一人の意識や行動を見直す必要があります。省
エネや３Ｒの徹底など、市民対象の環境教育などを行
うことで自治体はこの流れを加速させることが可能で
す。

13．気候変動に具体的な対策を
　気候変動及びその影響を軽減するための緊
急対策を講じる
【気候変動】

　気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその
影響は顕在化しています。従来の温室効果ガス削減と
いった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の
検討と策定を各自治体で行うことが求められていま
す。

14．海の豊かさを守ろう
　持続可能な開発のために海洋・海洋資源を
保全し、持続可能な形で利用する
【海洋資源】

　海洋汚染の原因の８割は陸上の活動に起因している
と言われています。まちの中で発生した汚染が河川等
を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市
だけでなくすべての自治体で汚染対策を講じることが
重要です。

15．陸の豊かさも守ろう
　陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用
の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への
対処、並びに土地の劣化の阻止・回復及び生
物多様性の損失を阻止する
【陸上資源】

　自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があ
り、自治体が大きな役割を有するといえます。自然資
産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講
じるのではなく、国や周辺自治体、その他関係者との
連携が不可欠です。

16．平和と公正をすべての人に
　持続可能な開発のための平和で包摂的な社
会を促進し、全ての人々に司法へのアクセス
を提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で
説明責任のある包摂的な制度を構築する
【平和】

　平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務
を負っています。地域内の多くの市民の参画を促して
参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自
治体の役割といえます。

17．パートナーシップで目標を達成しよう
　持続可能な開発のための実施手段を強化
し、グローバル・パートナーシップを活性化
する
【実施手段】

　自治体は公的／民間セクター、市民、ＮＧＯ／ＮＰ
Ｏなどの多くの関係者を結び付け、パートナーシップ
の推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な
世界を構築していく上で多様な主体の協力関係を築く
ことは極めて重要です。

ゴール

※「私たちのまちにとってのＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）－ 導入のためのガイドラインー（2018年３月版（第２版）」（自治体
ＳＤＧｓガイドライン検討委員会編集）より引用
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